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３． 組合への加入 

前記２の資格対象者は、本組合に「組合加入申込書」に出資金額を添えて（支

部を経由）、本組合の承認を得たとき組合員となる。 

出資金については、１口100円、最低１口以上の出資が必要で、本組合運営の

ために100口10,000円をお願いすることになるが、加入時に100口10,000円未満の

出資をいただいた場合は、残額を毎年度の割戻金から10,000円に満つるまで充当

することとなる。

 

４． 組合からの脱退 

組合からの脱退には、次の２通りの場合がある。 

（１）自由脱退 

組合からの脱退は個人の自由であり、組合がこれを強制したり拘束するこ

とはできない。組合員の自由意思による脱退を自由脱退（任意脱退）という。

 

（２）法定脱退 

法定脱退は次の３つの場合があり、その事実が生じたとき脱退したことに

なる。 

① 組合員たる資格を喪失したとき（主として退職） 

② 組合員が死亡したとき 

③ 組合が対象組合員を除名したとき（総代会の議決が必要） 

５． 出資金の払戻 

組合員が脱退した場合は、払込済出資金の払戻を請求することができる。 

（出資金払戻請求がない場合、組合は払込済出資金を返還できない。） 

払戻出資金額は次のとおりとなる。 

（１）自由脱退、組合員たる資格を喪失したとき、組合員が死亡したときは払込

額の全額 

（２）組合による除名の場合は、払込額の２分の１に相当する額 

６． 事業の種類 

組合員の生活の共済を図る事業として、次の共済事業を行う。 

（１）共済契約者の火災等の事故の発生に関し、共済金を支払う火災共済事業 

（２）共済契約者の自動車事故の発生に関し、共済金を支払う自動車共済事業 

  （３）車両共済（保険） 

  （４）特定疾病保険制度 

(定款第７条) 

(定款第 10 条) 

(定款第 11 条) 

(

定款第 12 条) (

定款第 13 条) 

(

定款第 66 条) 

－ 2 －



－ 3 －



－ 4 －



◎雪災……豪雪、雪崩、降雪、降ひょう等によって生じた災害

（６） 消防又は避難に必要な処分によって共済の目的について生じた損害

消防消火のために行う注水による濡損、汚損、破損の外、延焼防止のための

搬出によって生じた破損、汚損。

５． 共済金を支払わない損害

次の場合は、火災等によって損害が生じた場合であっても、共済金を支払わな

い。

（１） 共済契約者の故意又は重大な過失によって生じた損害

（２） 同居の親族の故意によって生じた損害

（３） 共済事故に際し、共済の目的が紛失し、又は盗難にかかったことによっ

て生じた損害

（４） 戦争その他の変乱によって生じた共済事故に該当する事故による損害

（５） 地震(津波を含む。)又は噴火によって生じた共済事故に該当する事故によ

る損害(地震等災害見舞金の対象となる｡)

（６） 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突又は倒壊によっての損害であ

っても次の場合には、共済金を支払わない。

ア．雨、雪、あられ、砂じん、粉じん、煤煙、その他これらに類する物の落

下若しくは飛来による場合

イ．台風・せん風・暴風・暴風雨等の風災、ひょう災、豪雪・なだれ等の雪

災、融雪・こう水・高潮等の水災又は土砂崩れに起因する場合（火災共済

金（風災、水災又は雪災）及び風水雪害特約共済金の給付対象となる場合

がある。）

６． 共済契約締結の単位

建物とその建物内に収容されている動産とは、それぞれ個々（建物・動産別）

に契約締結の単位として一共済契約とする。

また、共済契約者は１物件につき１人となっている。

(規約第23条)

(規約第７条)

洪水によって地面から水が上昇してきた結果、建物などに損害を与

える状況をいう。従って、建物外部の損壊を伴わない吹き込み、浸み

込み、漏入等による建物内部のみの損害および家財のみの損害、また

は住宅の欠陥および老朽化に伴う雨もり、台風などで吹き込んだ雨

もりは含まない。）
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できる。

イ．共済期間満了日を１月10日、若しくは７月10日のいずれかの日とした場合

は、共済契約は団体扱いとなる。現在、すべての契約がこの方式となってい

る。

（２） 共済契約の成立

組合員が、本組合の定めた事項に従って契約の申込みをし、承諾されたとき

に共済契約は成立する。

（３） 共済契約の効力発生

共済契約の効力は、前記（２）により共済契約の成立した日以降の共済契約承

諾書記載の共済期間の初日の午後４時から発生する。

（４） 契約口数の変更に伴う共済掛金の特例

火災共済契約口数及び風水雪害特約共済の契約口数を変更する場合の共済

掛金について、変更後の火災共済及び風水雪害特約共済の残余共済期間（新

共済掛金に対応する期間）に１ヵ月に満たない端日数が生じるときはこの端日

数を切捨てて共済掛金を計算する。

但し、火災共済に新たに風水雪害特約共済を付加する場合の共済掛金につい

ては、変更後の風水雪害特約共済の共済期間に１ヵ月に満たない端日数が生じ

るときはこの端日数を切上げて共済掛金を計算する。

８． 共済金額

共済契約１口についての共済金額は10万円で、建物、動産のそれぞれの最高限

度は次のとおりである。下記最高限度額はひとつの共済契約に対し適用する。

口 数 共済金額

建 物 400口 4,000万円

動 産 200 2,000

合 計 600 6,000

建物及び動産とも再取得価額（共済の目的と同一の構造、材質、用途、規模の

ものを再購入に要する額）まで契約できる。（上記の額を限度とする。）

ただし、建物又は動産の再取得価額が上記の額（最高限度額）に満たない場合

(実施細則

第14条の２）

(規約第８条)

７． 共済契約

（１） 共済期間

ア．共済期間は、原則として共済契約の効力が生じた日から１年間である。

ただし、特別の理由がある場合には１年未満の短期として契約することが

(規約第10条､第11条)
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なお、風水雪害特約共済を付加する場合、ひとつの火災共済契約すべてに付加

することとなるため、建物のみ、動産のみ、若しくは複数棟をひとつの火災共済

契約としているときにそのうちの一棟のみ等、ひとつの火災共済契約の一部分に

風水雪害特約共済を付加することはできない。

給付対象損害を風・水・雪害に限定し、加入時に「風水雪害特約共済」を付し

た共済契約について、損害額が建物50万円以上、動産20万円以上の場合に、損害

額の 100分の50又は共済金額（契約額）の 100分の50のいずれか少ない額を限度

に「風水雪害特約共済金」を給付する特約制度である。

10． 共済掛金額

（１）火災共済掛金

共済契約１口（10万円）についての火災共済掛金額は60円である。

（２）風水雪害特約共済掛金

共済契約１口（10万円）についての風水雪害特約共済掛金額は50円である。

風水雪害特約に加入を申込む場合の共済掛金額は、共済契約１口10万円につ

き110円（火災共済掛金60円＋風水雪害特約共済掛金50円）となる。

11． 支払共済金

共済金は、上記「共済金の支払対象事故」により「火災、落雷、破裂又は爆発、

建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突又は倒壊」（以下「火災等」という。）

と「風災、水災又は雪災」（以下「風水雪害」という。）とに算出方法が異なり、

次のとおりとなる。

（１） 共済金

① 「火災等」に対する共済金

全損、部分損とも支払共済金は次により算出する。

なお、本組合は、「80％割合条件付実損てん補方式」を採用しており、組

合員に有利な支払方法となっている。

ア．共済金額（共済契約額）が共済の目的の価額の80％以上の額の時は、共

済金額を限度として損害額を支払共済金として支払う。

イ．共済金額が共済の目的の価額の80％未満の時は、次の算式の比例てん補

方式により支払共済金を算出し支払う。

(規約第20条)

(規約第 20 条)

(規約第８条)

(規約第９条の２)

は、その再取得価額が共済契約の最高限度となる。

９． 風水雪害特約

風水雪害特約制度は、火災共済契約に加えて、組合員の選択により任意に付加

することができる制度である。

(規約第９条の２)
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（例１）

（共済金額が契約物件の価額の80％以上の場合）

共済金額を限度として損害額を全額支払う。

（計算式）

（契約額）
1,300万円

600万円× ＝ 650万円
（損害額） 1,500万円×80％ ↓

（全体の見積額） 600万円
（支払共済金)

（例２）

（共済金額が契約物件の価額の80％未満の場合）

支払共済金は、実際の損害額を下回ることとなる。

（計算式）

（契約額）
500万円

600万円× ＝ 250万円
（損害額） 1,500万円×80％ （支払共済金)

（全体の見積額）

（例３）

（一共済契約について、他の共済又は保険契約がある場合）

それぞれの契約について、他の共済又は保険契約がないものとして算出し

た支払責任額の合計額が損害の額をこえるときは、次の算式によって算出し

た額を支払う。

（計算式）

共済の目的の価額 1,500万円、損害額 300万円の場合。

本組合の契約 1,300万円 (80％条件付）

他の共済の契約 1,000万円（80％条件付）

1,300万円
本組合 300万円× ＝ 325万円

1,500万円×80％ ↓
300万円

(支払責任額)

共済金額（契約額）
損害の額× ＝支払共済金

契約物件の全体の見積額×80％
（共済の目的の再取得価額）
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（支払責任額の合計)

他共済の額

250万円
300万円× ＝ 1,363,636円

300万円＋ 250万円 (支払共済金)
（支払責任額の合計)

1,636,364円＋ 1,363,636円＝ 3,000,000円
(本組合) (他共済) (合計支払共済金)

② 「風水雪害」に対する共済金

風水雪害によって共済の目的に生じた損害（一共済契約あたり建物、動産

それぞれ50万円以上の損害）に対しては、その損害の程度に応じ、次の割合

により風水雪害共済金を給付する。ただし、前記により算出した額が損害額

の10/100を超える場合は、損害額の10/100を風水雪害共済金の額とする。た

だし建物、動産の風水雪害共済金の合計は 450万円を限度とする。なお、

「損害の程度」は、共済の目的の再取得価額に対する損害額の割合をもって

算出する。

損 害 率 損害の程度 給付率

100% 全 損 10/100

50％以上100％未満 1/2以上 5/100

33.4％以上50％未満 1/3以上 3/100

33.3％以下 1/3未満 1/100

（例）

共済金額 2,000万円

共済の目的の価額 2,400万円
（再取得価額）

損害額 300万円

1,000万円
他共済 300万円× ＝ 250万円

1,500万円×80％ (支払責任額)

支払共済金の按分

本組合の額

300万円
300万円× ＝ 1,636,364円

300万円＋ 250万円 (支払共済金)
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○共済金の額

｢共済金額(共済金額が共済の目的の価額を上回る場合は、共済の目的の価

額)×給付率｣で算出した額と「損害額×10/100」で算出した額とを比較し、

低額な値が共済金となる。

1 10
2,000 万円× ＝20万円 ＜ 300万円× ＝30万円

100 100

∴ 20万円が共済金

（２） 風水雪害特約共済金

｢風水雪害特約共済｣を付した共済契約について、損害額が一共済契約あた

り建物50万円以上、動産20万円以上の場合に給付対象となり、上記｢（１）－

②「風水雪害」に対する共済金に加算して風水雪害特約共済金（以下「特約

共済金」という。）を給付する。

特約共済金の算出方法

共済金額（契約額） 50
特約共済金＝（損害額× ）×

共済の目的の価額×80％ 100

50 50
ただし、損害額の または、共済金額（契約額）の のいずれか少な

100 100

い額を限度とする。

（例）

共済金額 2,000万円

共済の目的の価額 2,400万円
（再取得価額）

損害額 300万円

○損害の程度・給付割合の算定

損 害 額
損害の程度＝ ×100

共済の目的の価額

300万円
＝ ×100

2,400万円

＝ 12.5％

∴ 損害の程度は「1/3未満」、給付率「1/100」が適用
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① 臨時費用共済金

共済事故によって生じた共済の目的が損害を受けたため、臨時に支払う費

用を共済金・特約共済金に加算して支払う。ただし支払共済金・特約共済金

の15％相当額（200万円を限度とする）とする。共済金を請求するために書

類調整する費用はこの費用共済金でてん補する。

② 残存物取片づけ費用共済金

共済事故によって生じた共済の目的の残存物の取片づけに要した費用（損

害を受けた共済の目的の取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費

用）を共済金・特約共済金に加算して支払う。ただし残存物取片づけ費用共

済金は実際に支払った費用（請求書等を添付すること）、共済金・特約共済

金の５％相当額又は 100万円のうちいずれか少ない額を限度とする。

③ 失火見舞費用共済金

共済の目的又は共済の目的を収容する建物から発生した火災、破裂又は爆

発によって、第三者の所有物に損害が生じ、共済契約者が第三者に対し見舞

金を支払ったときの費用（一世帯あたり20万円を限度）を共済金に加算して

支払う。ただし１回の共済事故につき支払共済金の20％相当額又は60万円の

いずれか少ない額を限度とする。

12． 地震等災害見舞金

地震、噴火、津波によって一共済契約あたり建物や動産にそれぞれ50万円以上

の損害を受けた場合、次の基準によって地震等災害見舞金を支払う。

なお、災害見舞金は地震等災害見舞金積立金の範囲において給付することとし、

大規模な地震等により災害見舞金の給付総額が地震等災害見舞金積立金の範囲を

超えることとなる場合は、災害見舞金の分割払い、支払いの繰越又は削減を行う。

(地震等災害見舞金

給付規程)

2,000万円 50                              50
(300万円× ) × ＝ 1,562,500円＞ 300万円×

2,400万円×80％ 100 100

＝ 1,500,000円

∴ 150万円が特約共済金

※風水雪害共済金と特約共済金の支払合計額が3,000万円を超える場合、

3,000万円が限度となる。

（３） 費用共済金

共済の目的の共済事故が発生した場合には、共済の目的そのものに生じる損

害、即ち修理費用あるいは再築、再購入費用等のほか、間接的・付随的に種々

の出費を余儀なくされることから、共済金の他に次の費用共済金を支払う。

(規約第21条)

(実施細則

第 18条の２)
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100万円
＝ ×100

2,400万円

＝ 4.2％

∴損害の程度は「1/3未満」、給付割合「0.5/100」が適用

○地震等災害見舞金の額

共済金額(共済金額が共済の目的の再取得価額を上回る場合は､共済の目的の

再取得価額)

×給付割合

0.5
2,000万円× ＝ 10万円

100

∴ 10万円が地震等災害見舞金

13． 共済金支払後の共済契約

共済金の支払額が１回の事故につき共済金額の80％に相当する額を超えたとき

は、共済契約は、その共済金支払の原因となった共済事故の発生した時に終了す

る。

(規約第29条)

損 害 率 損害の程度 給付率

100% 全 損 5 /100

50％以上100％未満 1/2以上 2.5/100

33.4％以上50％未満 1/3以上 1.5/100

33.3％以下 1/3未満 0.5/100

ただし、算出上生じた千円未満の額は切捨た額とする。また、算出上生じた額

が１万円未満の場合は１万円とする。

（例）

共済金額 2,000万円

共済の目的の価額 2,400万円
（再取得価額）

損害額 100万円

○損害の程度・給付割合の算定

損害額
損害の程度＝ ×100

共済の目的の価額
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Ⅴ 車両共済(保険)

１．車両共済(保険)は、損害保険ジャパン日本興亜（株）の車両保険（集団扱い）を活用

し実施。

２．加入対象自動車は、本組合が行う自動車共済事業の加入自動車。

ただし、二輪自動車、原動機付自転車、改造車、型式不明車、平行輸入車、および別居

の扶養されていない親族が主に使用する自動車は対象外。

３．車両共済(保険)の概要

（1）保険種目：自動車総合保険の車両保険のみの加入。

（2）補償内容：事故などによる、契約車両の損害に対して保険金を支払う。

補償範囲（車対車の事故、単独事故、火災・台風の事故など）により、3 種類の契約タイ

プがある。

（3）保険料：自動車の型式、初年度登録年月、記名被保険者（主に当該車両を運転する

者）の年齢ごとによって保険金額に対する保険料が設定され、①免責金額（自己負担金額）、

②運転者年齢条件の設定、③運転者限定の付帯により保険料が異なる。

1 等級から 20 等級までの等級区分により保険料が割引・割増となる等級別料率制度を適

用。

新規加入時は、本組合の過去 3 年間の自動車共済加入実績を継承した等級からスタート

する。

通例、新規で加入する場合には、６S 等級が適用される。

年齢条件 年齢条件を問わず

割増引率 4％割増

しかし、過去 3 年間の本組合自動車共済加入実績が継承され、過去 3 年間に自動車共済

事故がない組合員が新たに車両共済（保険）に加入する場合には、9 等級（43％割引）か

らスタートする。

翌年度の契約は、1 年間無事故の場合 1 等級上がる。保険事故を起こした場合は、事故

件数 1 件につき 3 等級下がる。ただし、火災・盗難・台風・とび石・いたずらなどによる

車両単独事故については、翌年度の等級は 1 等級下がる。

また、一括払いで契約する場合には、さらに５％割引（集団扱年一括払いによる割引）

となる。

契約期間の初日が令和 2 年 1 月以降の契約 （単位：％）

－ 26 －

等級
割増 割引

1 2 3 4 5 6F 7F 8 9 10
無事故係数に対応
する割増引率

64 28 12 2 13 19 30 40 43 45

事故有係数に対応
する割増引率

64 28 12 2 13 19 20 21 22 23

等級
割増 割引

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
無事故係数に対応
する割増引率

47 48 49 50 51 52 53 54 55 63

事故有係数に対応
する割増引率

25 27 29 31 33 36 38 40 42 44
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（4）保険期間：1 年間（随時加入可能）

４．事故処理

車両共済（保険）の事故処理については、損害保険ジャパン日本興亜（株）が行う。対

物及び対人事故が車両共済（保険）事故と同時に発生した場合は、本組合と損害保険ジャ

パン日本興亜（株）が連携しながら、事故処理を進める。

－ 27 －



Ⅵ 特定疾病保険制度

１．本制度の仕組み

本組合は、組合員の厚生に資することを目的として、損害保険ジャパン日本興亜（株）

と団体契約を締結し、本制度を運営する。

２．保険の概要

３．加入者の範囲

本組合の組合員（退職者組合員も含む）

４．被保険者の範囲

（１）被保険者は、次の各号に掲げる者のうち、本制度に加入することを希望する者

とする。ただし、新規加入（増額の場合はその増額部分は新規加入とみなす）の

場合は保険約款等の規定に定める健康上の加入条件を全て満たす者とする。

５．保険期間及び責任開始日

６．保険料の払込方法

保険料の払込方法は、年払いとする。

　特定疾病保険は３つの特定疾病（がん・急性心筋こうそく・脳卒中）を補償する三

大疾病診断保険金支払特約、要介護状態（要介護２から５相当）を補償する介護一時

金補償特約で構成。

　三大疾病診断保険金支払特約は、がんと診断確定された場合や急性心筋こうそく・

脳卒中で入院した場合に一時金として保険金を支払う。介護一時金補償特約は、保険

期間中に要介護状態（要介護２から５相当）に該当しその状態が90日を超えて継続し

た場合に一時金として保険金を支払う。

　なお、三大疾病診断保険金支払特約は保険金を受け取った後も契約が失効しない

が、介護一時金補償特約は保険金を受け取った後契約が失効する。

　　（三大疾病診断保険金支払特約）

　　　①加入者

　　　②加入者の配偶者

　　（介護一時金補償特約）

　　　①加入者

　　　②加入者の配偶者

　　　③加入者・加入者の配偶者の両親

（２）被保険者は、保険期間の初日時点の満年齢で７９歳まで加入できる。

（１）保険期間は１年間とする。ただし、三大疾病診断保険金支払特約は満７９歳ま

で、介護一時金補償特約は満８９歳まで自動更新ができるものとする。

（２）責任開始日は毎年２月１日とする。
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９．保険金の請求手続

保険金の支払事由が生じた場合は、被保険者は、保険金請求書等のほか、保険約款

等の規定に定める書類を保険会社に提出するものとする。

別表 保険金額及び保険料（年額）表

７．保険金額及び保険料

保険金額及び保険料は、別表の範囲で加入できるものとする。ただし、契約更新の

際、保険約款等の規定に定める健康上の加入条件を全て満たす者でなければ、保険金

額の増額は認めない。

８．加入申込

加入希望者は、特定疾病保険制度加入依頼書に所定の事項を記入し、この組合に申し

込むものとする。並びに当該加入申込にかかる保険料を所定の期日までに、この組合

に払い込まなければならない。

三大疾病診断保険金支払特約

保　険　金　額

50 万円 100 万円 150 万円 200 万円 250 万円 300 万円

保
　
険
　
料
　
（
　
年
　
額
　
）

年齢（歳）

満  0～24歳

円

120

円

230

円

340

円

450

円

570

円

680

満25～29歳 450 900 1,350 1,800 2,250 2,700

満30～34歳 830 1,650 2,480 3,300 4,130 4,950

満35～39歳 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000

満40～44歳 2,630 5,250 7,880 10,500 13,130 15,750

満45～49歳 4,240 8,480 12,720 16,950 21,190 25,430

満50～54歳 6,300 12,600 18,900 25,200 31,500 37,800

満55～59歳 9,570 19,130 28,690 38,250 47,820 57,380

満60～64歳 13,880 27,750 41,630 55,500 69,380 83,250

満65～69歳 19,020 38,030 57,040 76,050 95,070 114,080

満70～74歳 27,300 54,600 81,900 109,200 136,500 163,800

満75～79歳 35,520 71,030 106,540 142,050 177,570 213,080

介護一時金補償特約

保　険　金　額

100 万円 200 万円 300 万円

保
　
険
　
料
　
（
　
年
　
額
　
）

年齢（歳）

満  0～39歳

円

80

円

150

円

230

満40～44歳 150 300 450

満45～49歳 380 750 1,130

満50～54歳 750 1,500 2,250

満55～59歳 1,580 3,150 4,730

満60～64歳 3,150 6,300 9,450

満65～69歳 5,400 10,800 16,200

満70～74歳 11,480 22,950 34,430

満75～79歳 24,080 48,150 72,230

満80～84歳 48,450 96,900 145,350

満85～89歳 90,450 180,900 271,350
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　補償の内容（保険金を支払う主な場合と支払うことができない主な場合）

介護一時金補償特約

保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合

介護一時金 被保険者が保険期間中に、疾病や傷害な
どにより所定の要介護状態（公的介護
保険制度における要介護２から５に相当
します。）となり、その要介護状態が要
介護状態に該当した日からその日を含め
て90日を超えて継続した場合、介護一時
金保険金額をお支払いします。保険金を
お支払いした場合この特約は失効するた
め、お支払いは１回かぎりとなります。

①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③�無資格運転、酒気を帯びた状態での運
転による事故

④�麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シン
ナー等の使用（治療を目的として医師
が用いた場合を除きます。）

⑤�アルコール依存、薬物依存または薬物
乱用（治療を目的として医師が用いた
場合を除きます。）

⑥先天性異常
⑦�地震、噴火またはこれらによる津波
⑧�戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行
為を除きます。）、核燃料物質等によ
るもの

⑨�頸（けい）部症候群（いわゆる「むち
うち症」）、腰痛等で医学的他覚所見
のないもの

� など

三大疾病診断保険金支払特約

保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合

三大疾病診断保険金 被保険者が責任開始日以降の保険期間中に
次の①から③までのいずれかの支払事由に
該当した場合、三大疾病診断保険金額をお
支払いします。ただし、支払事由に該当し
た場合であっても、同一の支払事由に前回
該当した日からその日を含めて1年以内で
あるときは、保険金をお支払いしません。
①次のいずれかに該当したこと
ア．�初めてがんと診断確定されたこと。た

だし、ご加入初年度の保険期間の開始
からその日を含めて91日目以降に該当
した場合にかぎります。

イ．�原発がん（※）が、治療したことによ
り、がんが認められない状態となり、
その後初めてがんが再発または転移し
たと診断確定されたこと。

ウ．�原発がんとは関係なく、がんが新たに
生じたと診断確定されたこと。

②�急性心筋こうそくを発病し、その治療を
直接の目的として入院を開始したこと。

③�脳卒中（くも膜下出血、脳内出血、脳こ
うそく）を発病し、その治療を直接の目
的として入院を開始したこと。

（※）�初年度契約からこの保険契約までの
連続した継続契約のいずれかの保険
期間中にすでに診断確定されたがん
をいいます。

①故意または重大な過失
②�戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行
為（※）を除きます。）

③�核燃料物質（使用済燃料を含みます。）
もしくは核燃料物質によって汚染された
物（原子核分裂生成物を含みます。）の
放射性、爆発性その他の有害な特性

④�上記以外の放射線照射または放射能汚染
など

（※）�「テロ行為」とは、政治的・社会的
もしくは宗教・思想的な主義・主張
を有する団体・個人またはこれと連
帯するものがその主義・主張に関し
て行う暴力行為をいいます。

－ 30 －



　用語の定義

介護一時金補償特約

用語 用語の定義

傷害（ケガ） 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部
から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に生ずる
中毒症状を含みます。
ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
・�「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに
発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で
時間的間隔のないことを意味します。

・�「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果と
も偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。

・�「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
（注）�靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当

しません。

三大疾病診断保険金支払特約・介護一時金補償特約

用語 用語の定義

がん 「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ＩＣＤ-10
（2003年版）準拠」に定められた分類項目中、所定の悪性新生物をいいます。詳細につ
きましては、損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイト掲載の約款集をご覧ください。

がんと診断確定
された時

医師または歯科医師（※）が、病理組織学的所見（剖検や生検）、細胞学的所見、理学的所
見（X線や内視鏡等）、臨床学的所見および手術所見の全部またはいずれかによってがん
と診断確定した時をいいます。
（※）�被保険者が医師または歯科医師である場合は、被保険者以外の医師または歯科医

師をいいます。

責任開始日 ご加入初年度の保険期間の開始日をいいます。ただし、がんについてはご加入初年度の
保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日をいいます。

入院 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治
療に専念することをいいます。
ただし、美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴
わない人間ドック検査等による入院は除きます。

治療 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である
場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。

疾病（病気） 傷害以外の身体の障害をいいます。

公的介護保険制度 介護保険法（平成９年法律第123号）に基づく介護保険制度をいいます。
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悪性新生物、急性心筋こうそく、脳卒中
　対象となる悪性新生物、急性心筋こうそく、脳卒中とは、表１によって定義付けられる疾病とし、かつ、「厚生労働

省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ＩＣＤ-10（2003年版）準拠」に記載された分類項目中、

表２の基本分類コ－ド番号に規定される内容によるものをいいます。

表１　対象となる悪性新生物、急性心筋こうそく、脳卒中の定義

疾　病　名 疾　病　の　定　義

１．悪性新生物 悪性しゅよう細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病

２．急性心筋こうそく

冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に
陥った疾病であり、原則として以下の３項目を満たす疾病
（１）典型的な胸部痛の病歴
（２）新たに生じた典型的な心電図のこうそく性変化
（３）心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇

３．脳卒中
脳血管の異常（脳組織のこうそく、出血、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる）
により脳の血液の循環が急激に障害されることによって、24時間以上持続する中枢神
経系の脱落症状を引き起こした疾病

表２　対象となる悪性新生物、急性心筋こうそく、脳卒中の基本分類コード表

疾　病　名 分　類　項　目 基本分類コード

１．悪性新生物

口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 Ｃ00～Ｃ14

消化器の悪性新生物 Ｃ15～Ｃ26

呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 Ｃ30～Ｃ39

骨および関節軟骨の悪性新生物 Ｃ40～Ｃ41

皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物 Ｃ43～Ｃ44

中皮および軟部組織の悪性新生物 Ｃ45～Ｃ49

乳房の悪性新生物 Ｃ50

女性生殖器の悪性新生物 Ｃ51～Ｃ58

男性生殖器の悪性新生物 Ｃ60～Ｃ63

腎尿路の悪性新生物 Ｃ64～Ｃ68

眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 Ｃ69～Ｃ72

甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 Ｃ73～Ｃ75

部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 Ｃ76～Ｃ80

リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 Ｃ81～Ｃ96

独立した（原発性）多部位の悪性新生物 Ｃ97

上皮内新生物 Ｄ00～Ｄ09

真正赤血球増加症＜多血症＞ Ｄ45

骨髄異形成症候群 Ｄ46

リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明の

その他の新生物（Ｄ47）中の

・慢性骨髄増殖性疾患 Ｄ47.1

・本態性（出血性）血小板血症 Ｄ47.3

２�．急性心筋
　　こうそく

急性心筋こうそく Ｉ21

再発性心筋こうそく Ｉ22

３．脳卒中

くも膜下出血 Ｉ60

脳内出血 Ｉ61

脳こうそく Ｉ63

注１�　「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類が施行された場合で、

新たに悪性新生物または上皮内新生物に分類された疾病があるときには、その疾病を含めます。

注２�　別表において「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性または上皮内がんと明示されているものをい

い、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、国際疾病分類－腫瘍学　第３版」に記載された形態の性状コード中、新生

物の性状を表す第５桁コードが次のものをいいます。

　　�　なお、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、国際疾病分類－腫瘍学」において、新たな分類が施行された場合で、

新たに新生物の性状を表す第５桁コードが悪性または上皮内がんとされた新生物があるときには、その新生物を含めます。

新生物の性状を表す第５桁性状コード

／２………上皮内がん

　　　　　　上皮内

　　　　　　非浸潤性

　　　　　　非侵襲性

／３………悪性、原発部位

／６………悪性、転移部位

　　　　　　悪性、�続発部位

／９………悪性、原発部位又は転移部位の別不詳
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� 参考

ホームアシスタンスサービス（火災共済付帯サービス）

トラブル項目 業務内容

水廻りのトラブル

サービス対象建物内（専有・占有部分）の水廻りのトラブル時に、

作業時間30分程度で特殊作業を必要としない応急処理を、無料で実

施。

・蛇口から水漏れ応急修理、パッキン交換

・トイレ、排水口のつまり除去など

※�部品交換が必要な場合や30分程度の応急処理を超える特殊作業を

必要とする場合は、有償。

かぎのトラブル

サービス対象建物内（専有・占有部分）の玄関かぎ紛失時など、一

般的な住宅かぎの解錠・破錠作業を無料で実施。

　一般的な住宅かぎの解錠（特殊工具による解錠）

　一般的な住宅かぎの破錠（シリンダー部分の破壊による開放）

　中折れしたかぎや異物の除去

　その他（かぎが回らないなど）

※�専有・占有部分には、分譲マンション等の各戸室の玄関ドアも含

む。

・ホームアシスタンスサービス受付デスク（専用フリーダイヤル）

　　　0120－228－119
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� 参考

ロードサービス（自動車共済付帯サービス）

①　レッカーけん引

■提供条件 契約自動車が走行不能となること。

■内　　容 走行不能となった地から利用対象者の指定する修理工場までレッカーけん

引を行います。ただし、レッカーけん引の対象となる費用は、100㎞を限

度とします。

（注１）�レッカーけん引には、積載車（キャリアカー）による搬送、けん

引専用ロープでのけん引などを含みます。

（注２）�修理工場等へのレッカーけん引に必要な仮修理を実施した費用な

どを含みます。

■利用対象

者の負担と

なる費用

・利用対象者都合により車両保管費用が発生した場合の費用

・100㎞を超えた距離分に相当するレッカーけん引費用

・謝礼金または謝礼のための贈答品の購入費用等

・修理工場から他の場所（別の修理工場など）へのレッカーけん引費用

②　応急処置

■提供条件 契約自動車が走行不能となること。

■内　　容 走行不能となった地で、30分程度で対応可能な応急の処置を行います。

〈主な応急処置〉

バッテリーの点検／バッテリーのジャンピング（バッテリー上がりの際に

ケーブルをつないでエンジンをスタートさせること）／鍵開け（国産・外

車一般シリンダーインロック開錠）／脱輪時の路面への引上げ／パンク時

のスペアタイヤ交換、タイヤ廻り点検（チェーン脱着を除きます。）／冷

却水補充／ボルトの締付け／バルブ・ヒューズ取替え／契約自動車が積雪

や凍結などによってスリップする状態、または砂浜もしくはぬかるみなど

のために走行が困難な状態からの脱出作業（雪道のスタックは、スタッド

レス・チェーン装着時のみ対象となります。）など

（注１）�30分程度で対応可能な応急処置に該当するか否かの判断は、本組

合またはサービス実施者のいずれかの判断によるものとします。

（注２）�セキュリティ装置付車両の鍵開けについては対応できない場合が

あります（レッカーけん引等にて対応します。）。

（注３）�パンク時にスペアタイヤを保持していない場合は、契約自動車に

積載しているお客さま所有の簡易修理キットでの応急処置などを

行います。

（注４）次の作業は対象外です。

　　　　・バッテリーの充電

　　　　・パンクの修理

　　　　・チェーン脱着
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　　　　・クレーンを使用した作業などの特殊作業

（注５）利用対象者都合による季節用タイヤとの交換は対象外です。

（注６）�雪道のスタックについて、株式会社エイチ・デイ・ケイ・サービ

スの会員はスタッドレス・チェーン装着時でなくても対象となり

ます。

■利用対象

者の負担と

なる費用

・鍵の作成費用

・部品代、消耗品（オイル・冷却水など）代など

・30分程度で対応できない場合の超過作業費用

・謝礼金または謝礼のための贈答品の購入費用等

・事故、故障またはトラブル以外での点検費用

③　燃料切れ時の給油サービス

■提供条件 契約自動車が、燃料切れにより自力で走行できない状態となること。

■内　　容 契約期間中１回に限り、ガソリン（レギュラー、ハイオクに限ります。）

または軽油を最大10リットルまで無料で提供します。

（注１）�高速道路のサービスエリア内など、利用者自身で調達可能な場合

はサービスの対象外となります。

（注２）�サービス実施者によっては運搬容器などの都合上、10リットルま

で提供できない場合があります。

（注３）�ガソリン、軽油を燃料としない電気自動車、燃料電池自動車など

の場合は、充電または燃料補給が可能な場所までのレッカーけん

引のみを行います。（30㎞限度）

（注４）�自宅での燃料切れは対象外となります。

■利用対象

者の負担と

なる費用

・ガソリン、軽油を燃料としない電気自動車などの充電代、燃料代等

・ロードサービス受付デスク（専用フリーダイヤル）

　�北海道支部を除く都府県支部所属契約者　0120 － 365 － 698

　�北海道支部所属契約者　　　　　　　　　0120 － 365 － 900
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